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 記者レクチャー 
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 北海道では、労働者の仕事と家庭の両立につながる働き方改革や女性の職

業生活における活躍に積極的に取り組んでいる企業を表彰し、その取組を広

く道民に周知することにより、安心して働くことのできる雇用環境の整備に

資するため、「北海道働き方改革推進企業・女性活躍表彰」を実施するとと

もに、本年度の表彰企業を募集します。 

  

１ 表彰の対象となる企業 

表彰募集の締切日までに、北海道働き方改革推進企業認定制度における

ブロンズ又はシルバーの認定区分に認定されている企業で、労働者の仕事

と家庭の両立につながる働き方改革や女性の職業生活における活躍に資す

る取組を積極的に行っていると認められる企業。 

※詳細は別添の募集リーフレットをご参照ください。 

 

２ 応募方法 

市町村若しくは関係団体からの推薦又は自薦による。 

 

３ 応募期間 

令和７年（2025 年）５月 28 日（水）～ 

令和７年（2025 年）７月 25 日（金） 

 

４ 募集リーフレット 

別添のとおり 

 

５ ホームページ 

  https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/222957.html 

参 考  

 

 報 道 ( 取 材 ) 

 に 当 た っ て 

 の お 願 い 
  

 他 の ク ラ ブ 

 と の 関 係 

 同 時 配 付 

 同 時 レ ク 

(場所) 

 

 

 担 当 

 （ 連 絡 先 ） 

 

 経済部労働政策局雇用労政課働き方改革推進室（担当者：主幹 齋野 二裕） 

ＴＥＬ ダイヤルイン 011－204－5354 内線 26－756    

 公用スマホ           011－585－6101 内線 12-980 
 

 

５／28（水）の発表 

 

【道庁プレスリリース】 



【令和7年度北海道働き方改革推進企業・女性活躍表彰】
募集のご案内

応募・問合せ先

〒０６０－８５８８ 札幌市中央区北３条西６丁目
北海道 経済部労働政策局雇用労政課 働き方改革推進室 就業環境係
電 話 ０１１－２０４－５３５４ （内線：２６－４６８）

道では、労働者の仕事と家庭の両立につながる働き方改革や女性の職業生活におけ
る活躍に積極的に取り組んでいる企業を表彰し、広く道民に周知することにより、安
心して働くことのできる雇用環境の整備に資することを目的に、「北海道働き方改革
推進企業・女性活躍表彰」を実施することとし、表彰企業を募集します。

★応募期間：令和７年 （２０２５年） ５月２８日（水）～７月２５日（金）まで★

応募方法
市町村若しくは関係団体からの推薦又は自薦によるものとします。
市町村及び関係団体からの推薦の場合は別紙様式１に、
自薦の場合は別紙様式２に必要事項を記載し、
添付資料とともに応募先まで郵送にて送付してください。
別紙様式は、右の二次元コード、下記ＵＲＬからもダウンロードできます。

【「北海道働き方改革推進企業表彰」のページ】
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/rkr/rsf/222957.html

表彰企業については、有識者による選考懇談会を経て決定しますが、上記様式及び添付書類
以外に、ヒアリングの実施や確認書類の提出をお願いする場合がありますので、ご協力をお願
いします。
なお、選考の結果、表彰されない場合がありますので、ご了承願います。

仕事と家庭の両立支援や女性の活躍に取り組む企業の皆さまへ

こ の よ う な 企 業 が 対 象 に な り ま す

表彰募集の締切日までに、北海道働き方改革推進企業認定制度におけるブロンズ又はシルバー
の認定区分に認定されている企業で、次の要件を満たす企業とする。

(1) 仕事と家庭の両立を積極的に推進するため、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行
う労働者の福祉に関する法律に定める各休業制度等と同程度以上の規定を有し、かつ、制度
の活用促進に積極的に取り組んでいること。

(2) 在宅勤務や短時間勤務などの多様な働き方や職場復帰制度、長時間労働抑制の取組など、
労働者の仕事と家庭の両立につながる働き方改革に積極的に取り組んでいること。

(3) 女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に規定される一般事業主行動計画を策定し、
かつ、その行動計画に企業独自の制度を導入しているなど、取組の促進を図っていること。

(4) 女性の積極的な採用や管理職種等への昇進機会の提供など、女性をはじめとした多様な人材
の活躍の推進に積極的に取り組んでいること。

(5) 過去に本賞を受賞していないこと。
(6) 過去３年間に法令等に係る重大な違反がないこと。その他、社会通念上表彰するにふさしく

ないと判断されることがないこと。

裏面もご覧ください



表彰企業の選考にあたっては、これらの取組について、総合的に審査し選考することとしております。

令 和 ６ 年 度 受 賞 企 業

選 考 の 考 え 方

項目 主な内容

仕事と家庭の両立支援に関すること
・男女の育児休業取得促進
・育児・介護等休業法の規定以上の制度の導入、運用
・両立の促進を図るための制度の導入や取組

多様な人材の採用・定着に関すること
・新規採用実績や採用率向上
・従業員の定着率向上
・従業員の離職防止

多様な人材のキャリアアップに関するこ
と

・女性の管理職登用
・多様な人材の技能向上
・非正規雇用から正規雇用への転換

女性の就業環境に関すること
・女性のための職場環境向上
・女性目線の商品・サービス開発

その他特筆すべき取組 ・上記以外の両立支援や女性活躍に資する取組

積極的なご応募お待ちしております

株式会社ケン・ホテルマネジメントキャビン北海道（札幌市・ホテル業）

女性活躍
推進

 新入社員研修、ステップアップ研修、新任管理・監督者
研修など、多様な研修制度あり

 インターンシップの積極的な受け入れ
 業務に資する資格取得に対する支援制度あり

仕事と家庭の両
立

 育児休業復帰後や子育て中の社員の仕事と家庭の両立に
関する相談窓口の設置

 仕事と家庭の両立に関して法を上回る社内規程の整備

その他の
取組

 変形労働時間制、アニバーサリー休暇制度（特別休暇）
の導入

 女性独自の視点や子育て経験のある従業員の声を生かし
た取組を実施

 女性従業員の声を反映させた制服リニューアルの実施
 企業型連携保育の導入

株式会社ホームスター（旭川市・不動産業）

女性活躍
推進

 HPに女性スタッフの紹介ページ、座談会ページを掲載し、
実際の女性従業員の声を発信

 業務に資する資格取得に対する支援制度有

仕事と家庭の両
立

 育児やプライベートと仕事の両立ケアについて、会社全
体でフォローアップできる体制を確立

 キントーンを用いたタスク共有により、急な休暇等にも
臨機応変に対応

その他の
取組

 時短勤務制、フレックスタイム、テレワークの導入
 福利厚生事業として、従業員に月1回のマッサージ施術を
無料で提供

 社内レクリエーション（誕生日会・ランチ会）を導入
 意欲のある女性従業員の積極的な正社員化、管理職登用
を実施


